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【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  29/82    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  43/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月21日(2013.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の磁気トンネル接合セルであって、
　前記磁気トンネル接合セルは、
　強磁性自由層と、
　第１の固定基準層と、
　第２の固定基準層とを備え、
　各々は、前記基板に垂直な磁気異方性を有し、
　前記自由層は、前記第１の固定基準層と前記第２の固定基準層との間にあり、かつ前記
基板に垂直であるとともにスピントルクによって第１の方向から反対の第２の方向へ切換
可能な磁化方向を有し、
　前記自由層の磁化は、前記第１の固定基準層および前記第２の固定基準層の各々に結合
される、磁気トンネル接合セル。
【請求項２】
　前記自由層と前記第１の固定基準層との間に配置された第１の非磁気バリヤ層と、
　前記自由層と前記第２の固定基準層との間に配置された第２の非磁気バリヤ層とをさら
に備える、請求項１に記載の磁気トンネル接合セル。
【請求項３】
　前記第１の固定基準層および前記第２の固定基準層の少なくとも一方は、不平衡合成反
強磁性（ＳＡＦ）結合構造である、請求項１または２に記載の磁気トンネル接合セル。
【請求項４】
　基板上の磁気メモリセルであって、
　前記メモリセルは、
　前記基板に垂直な磁気異方性および磁化を有する強磁性自由層を備え、前記磁化は、ス
ピントルクによって切換可能であり、
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　前記メモリセルは、
　前記基板に垂直に固定された磁気異方性および磁化を有する第１の固定基準層をさらに
備え、前記第１の固定基準層は、前記基板と前記自由層との間に配置され、
　前記メモリセルは、
　前記自由層と前記第１の固定基準層との間に配置された第１の非磁気バリヤ層と、
　前記基板に垂直に固定された磁気異方性および磁化を有する第２の固定基準層とをさら
に備え、前記自由層は、前記第１の固定基準層と前記第２の固定基準層との間に配置され
、
　前記メモリセルは、
　前記自由層と前記第２の固定基準層との間に配置された第２の非磁気バリヤ層をさらに
備える、メモリセル。
【請求項５】
　前記第１の固定基準層および前記第２の固定基準層は同じである、請求項４に記載のメ
モリセル。
【請求項６】
　前記第１の固定基準層と前記基板との間に配置された、第１の反強磁性材料（ＡＦＭ）
層をさらに備える、請求項４または５に記載のメモリセル。
【請求項７】
　第２の反強磁性材料（ＡＦＭ）層をさらに備え、前記第２の固定基準層は、前記第２の
ＡＦＭ層と前記第２の非磁気バリヤ層との間に配置される、請求項４～６のいずれか１項
に記載のメモリセル。
【請求項８】
　前記第１の固定基準層と前記基板との間に配置された第１の反強磁性材料（ＡＦＭ）層
と、
　第２の反強磁性材料（ＡＦＭ）層とをさらに備え、
　前記第２の固定基準層は、前記第２のＡＦＭ層と前記第２の非磁気バリヤ層との間に配
置される、請求項４～７のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項９】
　前記第１の固定基準層および前記第２の固定基準層の各々は、不平衡合成反強磁性（Ｓ
ＡＦ）結合構造であり、
　前記メモリセルは、
　前記第１の固定基準層と前記基板との間に配置された第１の反強磁性材料（ＡＦＭ）層
と、
　第２の反強磁性材料（ＡＦＭ）層とをさらに備え、
　前記第２の固定基準層は、前記第２のＡＦＭ層と前記第２の非磁気バリヤ層との間に配
置される、請求項４～８のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項１０】
　前記自由層、前記第１の固定基準層、および前記第２の固定基準層の各々は領域を有し
、前記第２の固定基準層の領域は、前記自由層の領域よりも少ない、請求項４～９のいず
れか１項に記載のメモリセル。
【請求項１１】
　前記自由層の領域は、前記第１の固定基準層の領域よりも少ない、請求項１０に記載の
メモリセル。
【請求項１２】
　メモリアレイであって、
　交点アレイを形成する複数のワードラインおよび複数のビットラインを備え、
　請求項４～１１のいずれか１項に記載の前記メモリセルは、前記アレイの交点に配置さ
れる、メモリアレイ。
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